
 

 

 

 

 

 

 

令和６年能登半島地震災害廃棄物処理支援に係る職員派遣について 

 

１ 概要 

令和６年２月 15日付で、環境省から、令和６年能登半島地震災害廃棄物処理に係る

派遣要請があったことを受け、石川県能登町などに対して職員を派遣する。 

 

２ 要請内容 

（１）派遣期間 

  令和６年２月 26日（月）～令和６年３月末 

  ※１週間単位で交代（第１班～３班） 

 

（２）支援先 

  第１班   石川県能登町 

第２～３班 調整中 

・石川県：珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町 

・富山県：（自治体未定） 

 

（３）支援業務 

   被災家屋の解体撤去（公費解体）・廃棄物処理に係る支援 

・制度構築業務 

・受付業務、委託業務発注等 

※第１班は制度構築業務を行うため環境省災害廃棄物処理支援員制度登録者で対応 

（支援員制度登録者：県３名・県内４市１町 20名） 

 

３ 対応 

区分 人数 期間 

第１班 ２名 令和６年２月 26日～３月３日 

第２班 ３名 調整中 

第３班 ３名 調整中 

計   ８名 － 

  ※県内市町も派遣に向けて、環境省と調整中 
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